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   千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域における医療体制の構築を推進するとともに、子育て

世帯が安心して子どもを産み育てられる環境を整え、もって市民の健康及び

福祉の増進に寄与することを目的に、市内に産科・小児科を有する医療提供施

設の整備等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助

金等交付規則（平成 24年千曲市規則第 38号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 医療提供施設 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に

規定する病院及び同条第２項に規定する診療所をいう。 

 (2) 医師 医師法（昭和 23年法律第 201号）に定める医師をいう。 

(3) 医療法人 医療法第 39条第１項の規定による法人をいう。 

 (4) 産科施設 産科を専門とし、かつ、分娩を取り扱う医療提供施設をいう。 

 (5) 小児科施設 小児科の診療をする医療提供施設をいう。 

 (6) 医療提供施設整備事業 医師若しくは医療法人が市内において、産科施

設若しくは小児科施設を新たに開設する、又は既存の医療提供施設に産科

若しくは小児科を新たに診療科目として追加するために、必要な医療提供

施設又は医療設備を整備する事業をいう。 

 (7) 医療提供施設運営事業 医療提供施設整備事業を行う場合に医師を確

保する事業又は既に産科施設若しくは小児科施設を運営している場合にこ

れらの診療体制の強化を図るために新たな医師を確保する事業をいう。 

 (8) 産科・小児科医療整備事業 医療提供施設整備事業及び医療提供施設運

営事業をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、産科・

小児科医療整備事業とする。 

（交付対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、前条の補助対象事業を行う医師又は

医療法人であって、次に掲げる要件に該当するものとする。 

 (1) 医療提供施設整備事業の要件 

  ア 補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して１年以内に開業し、

以後 10年以上診察を継続する見込みがあること。 



  イ 一般社団法人千曲医師会（以下「医師会」という。）に加入すること。 

  ウ 市又は医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力するこ

と。 

  エ 市税等に滞納がないこと。 

  オ 週４日以上の外来診療を行うこと。 

  カ 千曲市暴力団排除条例（平成 24 年千曲市条例第 41 号）第２条に規定

する暴力団員等でないこと。 

 (2) 医療提供施設運営事業の要件 

  ア 医療提供施設の産科又は小児科の医師が増員するものであること。 

  イ 補助金の交付決定を受けた１年以内に従事し、以後 10年以上診察を継

続する見込みがあること。 

  ウ 従事する医療提供施設が医師会に加入すること。 

  エ 市又は医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力するこ

と。 

  オ 市税等に滞納がないこと。 

  カ 従事する産科又は小児科が週４日以上の外来診療を行うこと。 

  キ 千曲市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員等でないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各

号に掲げるとおりとする。ただし、医療提供施設以外の施設等が併設される

場合は、床面積の案分により算出された経費を対象とする。 

(1) 補助対象事業に要する土地又は建物の取得に要する経費 

(2) 補助対象事業に要する土地又は建物の賃貸借に要する経費（月額賃貸借

料の 24月分） 

(3) 補助対象事業に要する建物の改修に要する経費 

(4) 補助対象事業に要する医療機器等の設備（購入単価が税込 10万円以上の

機器に限る。）の購入に要する経費 

(5) 医師（常時勤務の者に限る。）の確保に必要な経費 

２ 次の各号に掲げる経費は、補助対象経費としない。 

(1) 産科又は小児科の運営（医療の提供等）に直接関係のないもの 

(2) 補助金交付決定を受ける前に契約したもの 

(3) 医療機器等の設備のうち、短期間の使用によって消費され、又は損傷し

てしまうもの 

(4) 既存設備の更新又は環境美化のための費用 

（補助金の額等） 

第６条 補助対象事業ごとの補助金の額及び限度額は、次の表のとおりとする。



ただし、補助対象事業の両方を申請する場合の補助金の額は、それぞれの補助

金の額を合算した額とし、医療提供施設整備事業の限度額を上限とする。 

補助対象事業 補助金の額 限度額 

医療提供施設整備事業 補助対象経費の合

計の１/２以内の額 

5,000万円。ただし、新たに

開設する産科施設又は小児

科施設が市が定める都市機

能誘導区域外のときは、

3,000万円 

医療提供施設運営事業 医師（常時勤務の者

に限る。）の確保に

必要な経費の額 

医師１人に付き年額 1,000

万円（最大３年間） 

（備考）補助金の額に 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

（補助対象事業の認定申請） 

第７条 産科・小児科医療整備事業の認定を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、補助対象事業に着手する前に、千曲市産科・小児科医療整備事

業認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

 (1) 医療提供施設整備事業に係る書類 

  ア 医療提供施設整備事業計画書 

  イ 医療提供施設整備事業収支予算書 

  ウ 法人の登記事項証明書（法人が申請する場合に限る） 

  エ 整備する医療提供施設において診療する医師の履歴書及び医師免許証

の写し 

  オ 納税証明書（市税等に滞納がないことが分かるもの） 

  カ 千曲市産科・小児科医療整備事業補助金における暴力団排除に関する

誓約書（様式第２号） 

  キ 補助対象事業に要する土地を取得又は借用する場合にあっては、当該

土地の登記事項証明書、公図及び見積書 

  ク 補助対象事業に要する建物を新築、取得、借用、改修又は増築する場合

にあっては、建物平面図（改修にあっては、改修前後の平面図）及び見積

書（改修又は増築する場合にあっては、工事別内訳書及び工事別明細書を

含む。） 

  ケ 補助対象経費に係る見積書、その他所要経費の金額が確認できる書類 

  コ アからケまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (2) 医療提供施設運営事業に係る書類 

  ア 医療提供施設運営事業計画書 



  イ 医療提供施設運営事業収支予算書 

  ウ 医療提供施設において増員する医師の履歴書及び医師免許証の写し 

  エ 医療法人及び増員する医師の納税証明書（市税等に滞納がないことが

分かるもの） 

  オ 医療提供施設において増員する医師の勤務体制及び給与等の支払予定

額の分かる書類 

  カ 千曲市産科・小児科医療整備事業補助金における暴力団排除に関する

誓約書（様式第２号） 

  キ アからカに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（事業の認定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査

の上、認定の可否を決定し、千曲市産科・小児科医療整備事業認定(却下)通知

書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（変更の申請等） 

第９条 前条の規定により補助対象事業の認定の通知を受けた申請者（以下「補

助事業者」という。）が、当該補助事業の認定の内容に関し計画を変更しよう

とするときは、千曲市産科・小児科医療整備事業変更承認申請書（様式第４号）

に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、

変更の承認の可否を決定し、千曲市産科・小児科医療整備事業変更承認（却下）

通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 

（審査委員会） 

第 10条 第８条及び前条２項の規定による審査を行うため、千曲市産科・小児

科医療整備事業認定審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

２ 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、副市長をもって充てる。 

４ 副委員長は、教育長をもって充てる。 

５ 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。 

 (1) 市長部局の部長 

 (2) 教育委員会事務局の部長 

(3) 議会事務局長 

６ 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。 

８ 審査委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。 

（申請の取下げ） 

第 11条 補助事業者は、補助対象事業の認定申請を取り下げようとするときは、



その理由を付した書面をもって市長に届け出なければならない。 

（補助金の交付申請） 

第 12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、千曲市産科・小児科

医療整備事業補助金交付申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、医

療提供施設整備事業にあっては、事業が完了した日（開業日）の翌日から起算

して 30日以内に、医療提供施設運営事業にあっては、事業完了後、速やかに

市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認

めたときは、市長が別に定める日までに提出することができる。 

 (1) 医療提供施設整備事業に係る書類 

  ア 千曲市医療提供施設整備事業報告書 

  イ 千曲市医療提供施設整備事業収支決算書 

  ウ 医療提供施設を開設したことが確認できる書類の写し（診療所開設届

等） 

  エ 医師会の入会を確認できる書類の写し 

  オ 医療提供施設の土地及び建物を取得する場合にあっては、契約書の写

し及び登記事項証明書 

  カ 医療提供施設を新築し、改修し、又は増築する場合にあっては、工事等

請負契約書の写し、工事内容書、竣工までの写真（改修、拡張にあっては

改修前の写真を含む）及び施工業者への支払いが分かる書類 

  キ 医療提供施設の土地又は建物を借用する場合にあっては、賃貸借契約

書の写し及び貸主への賃料の支払いが分かる書類 

  ク 補助対象経費に係る支払いを証する書類（契約書、領収書、その他の支

出証拠書類の写し） 

  ケ アからクまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (2) 医療提供施設運営事業に係る書類 

  ア 千曲市医療提供施設運営事業報告書 

  イ 千曲市医療提供施設運営事業収支決算書 

  ウ 増員した医師の勤務体制及び支払った給与等の明細がわかる書類 

  エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第 13 条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

必要に応じて調査を行い、適合すると認めたときは、千曲市産科・小児科医療

整備事業補助金交付決定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

（補助金の請求） 

第 14条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、補助金



の交付を受けようとするときは、千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付

請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

（補助金の決定の取消し等） 

第 15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められると

きは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還

させることができる。 

(1) 正当な理由がなく、１年以上医療提供施設を休止し、又は 10年以内に廃

止したとき。 

(2) 医師の免許の取消し等により医療提供施設の業務を継続することができ

なくなったとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既

に補助金を交付しているときは、千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付

決定取消通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 16条 市長は、前条第１項の規定により補助金の決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部を千

曲市産科・小児科医療整備事業補助金返還命令書（様式第 10号）により返還

を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助事業者が前条第１項第１号又は第２号に該当することにより

補助金の交付の決定を取り消し、前項の規定により補助金の返還を命ずると

きは、補助金の交付額に次の表の左欄に掲げる医業を行った年数の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる返還率を乗じて得た額（その額に 1,000円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）を補助事業者に返還させるものとする。 

医業を行った年数 返還率 

開業期間のうち３年未満 10分の 10 

開業期間のうち３年以上５年未満 10分の７ 

開業期間のうち５年以上７年未満 10分の５ 

開業期間のうち７年以上 10年未満 10分の３ 

（財産の管理） 

第 17条 補助事業者は、補助事業により取得した財産（次項において「取得財

産」という。）を補助事業の完了した後においても善良なる管理者の注意をも

って管理するとともに、補助金の趣旨に従ってその効率的な運用を図らなけ

ればならない。 



２ 補助事業者は、取得財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40

年大蔵省令第 15号）に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認の受けず

に、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

（関係書類の保管） 

第 18条 補助事業者は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿及び

証拠書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して 10年間保管しなけれ

ばならない。 

（補則） 

第 19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年６月 20日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



様式第１号（第７条関係） 

 

千曲市産科・小児科医療整備事業認定申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）千曲市長 

 

申請者 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

代表者氏名 

連絡先    （  ）  ― 

（団体、法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名） 

 

産科・小児科医療整備事業を実施したいので、千曲市産科・小児科医療整備事業補

助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業の種類    医療提供施設整備事業 ・ 医療提供施設運営事業  

 

２ 添付書類 

 (1)  

 (2)  

 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

医療提供施設整備事業計画書 

 

１ 目的 

 市又は千曲医師会が実施する地域医療への参加をはじめ、医療・保健・福祉事

業への積極的な協力をもって持続可能な医療体制を強化する。 

 

２ 内容 

医療提供施設の名称  

医療提供施設の住所 千曲市 

診療科目 産科 ・ 小児科 

開設者 

（法人の場合）管理者 

住所 

氏名 

従事医師    人（常勤  人・非常勤  人） 

病床数         床 

診察日時  

事業期間   年  月  日～  年  月  日 

開設予定年月日    年   月   日 

補助事業費                     円 

経費の配分 
市補助金 

               円 

（補助事業費の 1/2・上限あり） 

その他                円 

その他特筆事項  



医療提供施設運営事業計画書 

 

１ 目的 

 市又は千曲医師会が実施する地域医療への参加をはじめ、医療・保健・福祉事

業への積極的な協力をもって持続可能な医療体制を強化する。 

 

２ 内容 

医療提供施設の名称  

医療提供施設の住所 千曲市 

診療科目 産科 ・ 小児科 

増員従事医師氏名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

増
員
従
事
医
師
に
支
払
予
定
の
給
与
・
手
当
等 

月別 給 料 賞 与 その他手当 計 

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

合計     

勤務体制  

経費の配分 
市補助金 

           円 

(上限、医師一人につき年間 1,000万円) 

その他                円 

その他特筆事項  



医療提供施設整備事業収支予算書 

 

施設名 

 

１ 収入                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

千曲市補助金 円  

自己資金 円  

 円  

計 円  

 

２ 支出                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

土地の取得に要する経費 円  

建物の取得に要する経費 円  

土地・建物の賃貸借に要する

経費 
円  

建物の改修に要する経費 円  

医療機器等設備の購入に要

する経費 
円  

   

計 円  

 



医療提供施設運営事業収支予算書 

 

施設名 

 

１ 収入                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

千曲市補助金 円  

自己資金 円  

 円  

計 円  

 

２ 支出                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

医師確保に必要な経費 円  

   

計 円  

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業補助金における暴力団排除に関する誓約書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）千曲市長      

 

 

申請者 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

代表者氏名 

連絡先    （  ）  ― 

（団体、法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名） 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、必要な場合には、長野県警察等に照会することについて承諾し、当該事

項に関する書類の提出を千曲市長から求められた場合には、指定された期日ま

でに提出します。 

 

 

記 

 

 

自己及び自己の法人その他の団体の役員等は、暴力団、暴力団員・準構成員、

暴力団関係企業、特殊知能暴力団の関係者その他公益に反する行為をなす者（以

下「暴力団員等」という）でないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこ

とを表明し、かつ暴力団員等を利用しないことを誓約します。 

 

(1) 暴力団員等によりその事業活動を実質的に支配されている者 

(2) 暴力団員等によりその事業活動に実質的に関与を受けている者 

(3) 自己、自社若しくは、第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団員等を利用するなどしている者 

(4) 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積

極的に暴力団員等の維持又は運営に協力し、又は関与している者 

(5) 暴力団員等であることを知りながらこれらを不当に利用している者 

(6) 暴力団員等と密接な交友関係を有する者 



様式第３号（第８条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業認定(却下)通知書 

 

 第  号 

年  月  日 

 

住所（所在地） 

氏名（名 称）        様 

 

千曲市長 

 

  年  月  日付けで申請のあった補助対象事業に係る計画について、

次のとおり決定したので、千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付要綱第８

条の規定により通知します。 

 

１ 認定する 

 

 

   補助金の交付条件 

    (1) この事業計画の認定により、千曲市産科・小児科医療整備事業補

助金の交付の申請をすることはできますが、補助金の交付を約束す

るものではありません。補助金の交付の申請は、別途、千曲市産科・

小児科医療整備事業補助金交付要綱第 12 条に規定する申請を期日

までに行ってください。 

    (2) 認定を受けた事業計画の内容について変更又は取下げをしよう

とするときは、速やかに、千曲市産科・小児科医療整備事業補助金

交付要綱第９条又は第 11条に規定する申請を行ってください。 

 

 

２ 却下 

   理由 



様式第４号（第９条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）千曲市長 

 

申請者 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

代表者氏名 

連絡先    （  ）  ― 

（団体、法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名） 

 

 年  月  日付け    第  号で認定のあった産科・小児科医療整備事業

（ 医療提供施設整備事業 ・ 医療提供施設運営事業 ）について、事業計画を下

記のとおり変更したいので申請します。 

 

記 

 

１ 内容の変更 

変更事項 変更前 変更後 

   

 

２ 変更の理由 

 

 

 

３ 添付書類 



様式第５号（第９条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業変更承認（却下）通知書 

 

 第  号 

年  月  日 

 

住所（所在地） 

氏名（名 称）        様 

 

千曲市長 

 

   年  月  日付けの変更承認申請について、次のとおり決定したので、

千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通

知します。 

 

記 

 

１ 承認した内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 却下 

   理由 



様式第６号（第 12条関係） 

 

千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）千曲市長 

 

申請者 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

代表者氏名 

連絡先    （  ）  ― 

（団体、法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名） 

 

年  月  日付け     第  号で認定を受けた産科・小児科医療

整備事業（ 医療提供施設整備事業 ・ 医療提供施設運営事業 ）を、下記のとお

り実施したので報告します。 

記 

 

１ 補助事業に要した費用             円 

 

２ 添付書類 

 (1)  

 (2)  

 (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

医療提供施設整備事業報告書 

 

１ 目的 

 市又は千曲医師会が実施する地域医療への参加をはじめ、医療・保健・福祉事

業への積極的な協力をもって持続可能な医療体制を強化する。 

 

２ 内容 

医療提供施設の名称  

医療提供施設の住所 千曲市 

診療科目 産科 ・ 小児科 

開設者 

（法人の場合）管理者 

住所 

氏名 

従事医師    人（常勤  人・非常勤  人） 

病床数         床 

診察日時  

着手・完了年月日 着手   年  月  日 完了   年  月  日 

開設年月日      年   月   日 

補助事業費                     円 

経費の配分 
市補助金 

               円 

（補助事業費の 1/2・上限あり） 

その他                円 

その他特筆事項  



 

医療提供施設運営事業報告書 

 

１ 目的 

 市又は千曲医師会が実施する地域医療への参加をはじめ、医療・保健・福祉事

業への積極的な協力をもって持続可能な医療体制を強化する。 

 

２ 内容 

医療提供施設の名称  

医療提供施設の住所 千曲市 

診療科目 産科 ・ 小児科 

増員従事医師氏名 
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

増
員
従
事
医
師
に
支
払
っ
た
給
与
・
手
当
等 

月別 給 料 賞 与 その他手当 計 

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

月     

合計     

勤務体制  

経費の配分 
市補助金 

           円 

(上限、年間 1,000万円) 

その他                円 

その他特筆事項  



 

医療提供施設整備事業収支決算書 

 

施設名 

 

１ 収入                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

千曲市補助金 円  

自己資金 円  

 円  

計 円  

 

２ 支出                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

土地の取得に要する経費 円  

建物の取得に要する経費 円  

土地・建物の賃貸借に要する

経費 
円  

建物の改修に要する経費 円  

医療機器等設備の購入に要

する経費 
円  

   

計 円  

 

 



医療提供施設運営事業収支決算書 

 

施設名 

 

１ 収入                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

千曲市補助金 円  

自己資金 円  

 円  

計 円  

 

２ 支出                           （単位：円） 

科  目 金  額 備  考 

医師確保に必要な経費 円  

   

計 円  

 

 

 

 



様式第７号（第 13条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付決定通知書 

 

千曲市指令   第   号 

年  月  日 

 

住所（所在地） 

氏名（名 称）        様 

 

千曲市長 

 

年  月  日付けで提出のありました交付申請書を審査した結果、千

曲市産科・小児科医療整備事業の補助金について、下記のとおり決定したので

通知します。 

 

記 

 

 

 補助金交付決定額             円 



様式第８号（第 14条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

（宛先）千曲市長 

 

申請者 

住所（所在地） 

氏名（名称）          ㊞ 

代表者氏名 

連絡先    （  ）  ― 

（団体、法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名） 

 

   年  月  日付け    第  号で認定され、  年  月  日

付け千曲市指令   第   号で交付決定通知のあった千曲市産科・小児科

医療整備事業に係る補助金を、次のとおり請求します。 

 

補助金請求額 円 

振込口座 

銀行 

信金 

組合 

農協 

本店 

支店 

支所 

出張所 

口
座
番
号 

 

普通 

・ 

当座 

フリガナ 

名 義 

 

 



様式第９号（第 15条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付決定取消通知書 

 

 第   号 

年  月  日 

 

住所（所在地） 

氏名（名 称）         様 

 

千曲市長      

 

年  月  日付け千曲市指令 第  号で交付決定した千曲市産科・

小児科医療整備事業補助金について、下記のとおり交付決定を取り消したので

通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額                円 

 

２ 交付決定取消し額             円 

 

３ 取消し理由 

 

 

 

 

 



様式第 10号（第 16条関係） 

千曲市産科・小児科医療整備事業補助金返還命令書 

 

 第   号 

年  月  日 

 

申請者 

住所（所在地） 

氏名（名 称）         様 

 

千曲市長      

 

年  月  日付け  第  号で交付決定を取り消した千曲市産科・

小児科医療整備事業補助金について、下記のとおり返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 返還額                円 

 

２ 返還期限     年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 


